
 

⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律に基づく公表 

 

⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律第 20 条の規程に基づき、以

下について公表します。 

 

１．令和元年度実績 

（１）⼥性労働者に対する職業⽣活に関する機会の提供に関する実績 

  ・管理職に占める⼥性労働者の割合 23.3% 

（２）労働者の職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇⽤環境の整備に関する

実績 

  ・男⼥の平均継続勤務年数の差異（⼥性に⽐して男性との差異）2.1 年 

 

 


